
「令和５年度 四国地方ダム等管理フォローアップ委員会」の開催について

国土交通省四国地方整備局及び独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社吉野川本部

では、管理を行っている国及び水資源機構管理のダム・堰を対象とした「四国地方ダム

等管理フォローアップ委員会」を下記の日時において開催しますのでお知らせします。

この委員会は、学識経験者により構成され、治水、利水及び環境に関する分析・評価

を行い、当該ダム等の適切な管理に資することを目的としています。

記

１．日 時 令和５年１１月２７日（月）１４：３０～１７：００(予定)

２．場 所 高松サンポート合同庁舎 南館 １階 １０１会議室

（香川県高松市サンポート３－３３）

３．議 事 （1）旧吉野川河口堰・今切川河口堰の定期報告書について

（2）鹿野川ダム改造事業の事後評価について

（3）野村ダムモニタリング委員会の審議結果報告

４．その他 委員会は公開で行いますが、審議中は傍聴取材(着席)となり

ます。内容等についての質問は委員会終了後にお願いします。

※本施策は、四国圏広域地域計画「ナンバーワン南海トラフ地震をはじめとする大規模

自然災害等への「支国」防災力向上プロジェクト」の取り組みに該当します。

令和５年１１月２０日

国 土 交 通 省 四 国 地 方 整 備 局

独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社吉野川本部

お 問 い 合 わ せ 先

国土交通省 四国地方整備局 河川部 河川管理課

ＴＥＬ：０８７－８１１－８３２０（代）

河 川 管 理 課 長：柳 忠和（内線 3751)

○河川保全専門官：松田 康裕 （内線 3524)

独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社 吉野川本部 施設管理課

ＴＥＬ：０８７－８３５－６６００（代）

施 設 管 理 課 長：尾島 知（内線 331）

○：主たる問い合わせ先



１．令和５年度 四国地方ダム等管理フォローアップ委員会の審議事項について
今回の委員会では、５年に１回作成する定期報告書および、鹿野川ダム改造事業の
事後評価について、審議して頂く予定です。令和５年度の対象ダム等は旧吉野川河口
堰・今切川河口堰（水資源機構管理）です。
【定期報告書】
○旧吉野川河口堰（吉野川水系旧吉野川）
今切川河口堰（吉野川水系今切川）
：昭和５１年管理開始（４回目の定期報告）

【事後評価】
○鹿野川ダム（肱川水系肱川）

：平成１８年直轄管理開始、令和元年改造事業完了

２．四国地方ダム等管理フォローアップ委員会の概要について（参考）
（１）目的

四国地方ダム等管理フォローアップ委員会は、四国地方の国土交通省及び水資源機
構が管理するダム、堰（以下「ダム等」という。）の管理及び試験湛水中のダム等に
ついて、管理状況のより的確な把握ならびに環境への影響等の調査（以下「フォロー
アップ調査」という。）及び結果の分析と評価を、一層客観的、科学的に行い、当該
ダム等の適切な管理に資するとともに、ダム等の管理の効率性及びその実施過程の透
明性の一層の向上を図ることを目的に設置されています。

フォローアップ調査

洪水調節実績

利水補給実績

各種調査
・堆砂状況調査
・水質調査 意見
・河川水辺の国勢調査
・水源地域動態調査等

四国地方ダム等管理フォローアップ委員会
・管内の国及び水資源機構の管理ダム等を対象
・学識経験者により構成

意見
各調査結果の分析

・年次報告書の作成
・５年毎の定期報告書作成

ダム等の一層の適切な管理



（２） 対象ダム等

対 象 ダ ム 等

国土交通省管理 柳瀬ダム、石手川ダム、野村ダム、鹿野川ダム、大渡ダム、
中筋川ダム、長安口ダム、横瀬川ダム

水資源機構管理 池田ダム、早明浦ダム、新宮ダム、富郷ダム、旧吉野川河口
堰、今切川河口堰

計 １２ダム、２堰

（３） 委員会の委員

職 名 氏 名 専 門

松山東雲短期大学名誉教授 松井 宏光 （委員長） 植物
松山東雲女子大学名誉教授 石川 和男 鳥類
高知県立大学名誉教授 一色 健司 水質化学
愛媛大学大学院教授 井上 幹生 魚類
愛媛大学大学院教授 氏家 勲 コンクリート工学
徳島大学大学院教授 上月 康則 水環境
高知大学准教授 中澤 純治 地域経済学
愛媛大学大学院教授 森脇 亮 水工学
愛媛大学准教授 吉冨 博之 昆虫類

※委員長を除く五十音順

（４）委員会の役割
委員会は、フォローアップ調査や事後評価の内容及びその調査結果について分析・

評価を行い、委員の意見を取りまとめ、四国地方整備局長及び水資源機構関西・吉野
川支社吉野川本部長に対して、委員会の意見として述べることになっています。四国
地方整備局長及び水資源機構関西・吉野川支社吉野川本部長は、委員会の意見を尊重
して、その後のフォローアップ調査の実施及び適宜必要な改善対策を行います。

３．野村ダムモニタリング委員会の審議結果報告について
野村ダム堰堤改良事業（放流管、減勢工の増設）について、貯水池周辺や下流河川

等に対する環境影響について調査検討を行い、事業実施による環境への負荷をできる
限り回避し、又は低減しているか、その他の環境の保全についての配慮が適切になさ
れているか等について調査部会（野村ダムモニタリング委員会）を設置し、審議頂く
もので令和５年１０月２日に第２回委員会が開催されました。
令和５年度四国地方ダム等管理フォローアップ委員会では、第２回委員会の審議結

果を報告します。


